
   

 

訪問看護ステーション・桜井 

契約書別紙（兼重要事項説明書） 

 

  あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、新潟県条例の規定に基づき、当事業者

があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の名称 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 桜井の里福祉会 

主たる事務所の所在地 〒959-0318  新潟県西蒲原郡弥彦村大字麓３０３６番地 

代表者（職名・氏名） 理事長 佐々木 勝則 

設立年月日 平成５年６月１４日 

電話番号 ０２５６－９４－３９３９ 

 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 訪問看護ステーション・桜井 

サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護 

事業所の所在地 〒959-0133 燕市新堀１１３８番地１ 

電話番号 ０２５６－７８－８３００ 

ＦＡＸ番号 ０２５６－７８－８３０２ 

指定年月日・事業所番号 平成２８年４月１日指定  

管理者の氏名 管理者 竹内 亜耶子 

通常の事業の実施地域 
燕市、弥彦村、長岡市（旧中之島・旧寺泊・旧和島地区）、 

新潟市（旧岩室地区） 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り

居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及

び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅

サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他

関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の

保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護

状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、

適切なサービスの提供に努めます。 

 

 



   

≪桜井の里福祉会ケアの理念≫ 

もうひとつのわが家づくり 

をめざします 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的考え方】 

①社会福祉法人桜井の里福祉会は、社会福祉法人として、地域の共有財産であることを使命とし、 

地域住民、ご利用者、ご家族の利益を第一とします。 

②私たちは、ご利用者とご家族の尊厳と権利を守り、「人として当たり前の生活」を保障します。 

③私たちは、法人職員としての自覚と全体を考えた行動を行い、専門性を大切にし、必要な資格

の修得に努めます。 

 

≪分水の里基本方針≫ 

①人としての尊厳を尊重します。 

②利用者の基本的人権を守ります。 

③利用者本位のケアを徹底致します。 

④自立を促すためのサービスの提供を致します。 

⑤在宅サービス事業の拡大を図ります。 

⑥要介護・要支援高齢者に関する調査、研究を行います。 

⑦地域の共有財産としての施設作りを行います。 

 

４．提供するサービスの内容 

訪問看護（又は介護予防訪問看護）は、病状が安定期にある利用者について、保健師、看護師、

准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「訪問看護職員」といいます。)がそのお

宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援し、心

身の機能の維持回復を図るサービスです。 

 

 

 

～ もうひとつのわが家 ～ に込められた意味 

☆桜井の里福祉会が運営する全ての事業所が、ご利用者・ご家族・地域住民にとって安心・ 

安全な場（居場所）である 

☆居場所とは「習慣や役割が発揮できる場」という意味を持つ 

☆セカンドハウスとしての役割が果たせる場である 

☆人と人との繋がりを大切にした集える場である 

☆自分自身を表現でき、安心して過ごせる場（いたい場所・居心地の良い場所）である 

☆ご利用者とスタッフが新たな関係性を大切にし、少しずつ築いていき、一歩ずつ自己 

実現を行っていける場である 



   

５．営業日時 

営業日 

月曜日から土曜日まで 

ただし、国民の祝日（振り替え休日を含む）及び年末年始（12月31日から

1月3日）を除きます。 

営業時間 

 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

 ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応

可能な体制を整えるものとします。 

 

６．事業所の職員体制 

 この事業所における従業者（以下職員という）の職種、員数は次の通りとする。 

・管理者：1人（資格：看護師、勤務形態：常勤・兼務） 

・保健師、看護師又は准看護師：常勤換算で２.５以上（管理者含む） 

・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士：必要と認められる人数 

 

７．利用料 

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は別紙「料金表」のとおりであり、あなたか

らお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の１割の額（一定以上の所得の

ある方は２割又は３割）です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する

場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

なお、医療保険の訪問看護の料金は別紙「医療料金表」のとおりです。 

（１）利用料の支払い方法 

 利用料の支払い方法については契約書第５条のとおりです。 

  ・支払方法については下記を選択できます。 

     ①口座引き落とし   ②銀行振り込み   ③窓口現金払い 

 ＊口座引き落とし及び銀行振り込みの際の手数料は利用者負担となりますが、できる限り口座

引き落とし若しくは銀行振り込みでお願いします。 

 

８．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じ

て臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに下記の主治医へ連絡を行い指示を求める等、必

要な措置を講じます。 

利用者の主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

 

 

 

－    － 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

（     ） 

－    － 

 

９．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員

（又は地域包括支援センター）及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

 

 



   

１０．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 

苦情解決責任者：管理者 竹内 亜耶子 

受付担当者：看護師、理学療法士   

受付時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

    ＊なお、時間外および不在時には、他職員が対応します。 

受付方法：来所面接、電話など  電話番号 ０２５６－７８－８３００ 

分水の里 

第三者委員 

（当法人評議員）小杉 裕子 ０２５６－９８－４１６４ 

（ご利用者家族）西片 春二 ０９０－２６６１－７１５２ 

（近隣地域住民）齋藤 啓子 ０９０－７２３２－４４２４ 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

燕市健康福祉部長寿福祉課 

 介護保険係 

電話番号  ０２５６－７７－８１７７ 

受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分

（土、日、祝日、12月29日～1月3日除く） 

弥彦村役場福祉保健課福祉介護係 
電話番号 ０２５６－９４－３１３３ 

受付時間  上記同様 

長岡市福祉保健部介護保険課 
電話番号 ０２５８－３９－２２４５ 

受付時間  上記同様 

新潟市西蒲区健康福祉課 

 高齢介護係 

電話番号 ０２５６－７２－８３６２ 

受付時間  上記同様 

新潟県国民健康保険団体連合会 

 介護保険課 

電話番号  ０２５－２８５－３０７２ 

受付時間  上記同様 

新潟県福祉サービス 

運営適正委員会 

電話番号 ０２５－２８１－５６０９ 

受付時間  上記同様 

 

１１．養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止 

 

（虐待防止の取り組み） 

 社会福祉法人 桜井の里福祉会では「高齢者虐待防止のためのマニュアル」を策定し、利用者の

人権を守るため、虐待防止の取り組みを行っています。 

 

  ・顧問弁護士による、虐待防止のための研修会を行います。 

  ・事業所ごとの虐待防止のための研修会を行います。 

  ・新規職員採用時における虐待防止のための研修会を行います。 

 

 虐待の前段階として存在する不適切なケアを生み出したり、放置したりするようなことが無いよ

うに定期的に、フロア会議、運営会議等で話し合いを行います。 

 

（虐待発生時の対応） 

 利用者への不適切なケア、虐待が疑われる事案があれば、「高齢者虐待の防止・高齢者の養護者

に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」に基づき厳正に対処いたします。 

 

 

 

 

 



   

１２．ご利用者の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等  

  

利用者アンケート調査、意見箱

等、ご利用者の意見等を把握 

する取り組みの状況 

 

あ 

り 

実施日 
ご意見箱：施設内に設置しています 

運営会議：毎月開催時 

結果の開示 あ   り 

 

 

第三者による評価の実施状況 

 
 

あ 
 

り 

実施日  

評価機関の名称  

結果の開示 １ あり   ２ なし 

な   し 

 

１３．サービスの利用にあたっての留意事項 

 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことができませんので、あらかじめご了

解ください。 

   ・各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い。 

（２）訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当

の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

 

１４．確認事項 

 〇利用料の支払い方法 

      ①口座引き落とし   ②銀行振り込み   ③窓口現金払い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

※以上、契約の証として本重要事項説明書を 2 通作成し、利用者、事業者が署名捺印のうえ各 1

通を保有するものとします。 

 

 私は、以上の重要事項説明書・料金表（別紙）について、訪問看護ステーション・桜井職員 

（職名 訪問看護師 氏名             ）から説明を受け、その内容を理解し 

 了解しました。 

 

 

令和    年     月     日 

 

      [利 用 者］（利用者本人記入・代行者記入） 

   

 

氏 名                            

 

 

［身元引受人又は代理人］（身元引受人記入・代理人記入） 

 

 

氏 名                            

本人との続柄  （         ） 

 

 

      ［事業者］ 

        当施設は、事業者として上記の申し込みを受諾し、この重要事項説明書に定める 

        サービスについて誠実に責任をもって行います。 

 

  所 在 地   〒959-0133  新潟県燕市新堀１１３８－１ 

事業者名   社会福祉法人 桜井の里福祉会 

訪問看護ステーション・桜井 

管理者名    竹内 亜耶子       印 

 

 

 


